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(担当)  
生活安全企画課 

Ａ Ｔ Ｍ ＋ 還 付 金 ＝ 詐 欺 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

市役所職員をかたる人物から 

 ○ 保険料の払戻し（還付金）がある 

 ○ 案内を出していたが期限が過ぎた 

 ○ ▲▲金融機関の口座をお持ちですか 

等と電話があり、その後、金融機関職員をかたる人物 

から電話があり、 

 ○ ▲▲金融機関の口座を持っている場合 

  →口座番号と暗証番号を教えてください 

    

 

 ○ 持っていない場合→ＡＴＭで手続できます。

キャッシュカードを持ってＡＴＭに行ってくだ

さい 

等と指示される不審電話が発生しています。             

一人で判断せず、警察や家族に相談しましょう！ 


